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警察庁「平成２７年の犯罪」第３１表及び第１０９表による。

38,921 12,154 31.2%
15,146 4,759 31.4%

14,448 4,213 29.2%

9,327 3,182 34.1%

警察庁「平成２７年の犯罪」第１０９表による。

１　刑法犯　罪種別　検挙人員（微罪処分・簡易送致関係）（平成２７年）

微罪処分
された人員

うち）成人
の検挙人員

凶 悪 犯

 
　罪  種

検挙人員
簡易送致

された人員
うち）少年
の検挙人員

侵 入 盗

乗 り 物 盗

非 侵 入 盗

刑法犯総数(交通業過を除く)

年少少年（ 14歳・ 15歳）

中間少年（ 16歳・ 17歳）

年長少年（ 18歳・ 19歳）

２　少年事件 年齢層別検挙人員（簡易送致関係）（平成２７年）

簡易送致

少年刑法犯総数(交通業過を除く)（※１）

　年齢層
簡易送致の
占める割合

そ の 他 の 刑 法 犯

風 俗 犯

総 数

うち)占 有 離 脱 物 横 領

粗 暴 犯

凶 器 準 備 集 合

詐 欺

恐 喝

暴 行

知 能 犯

窃 盗 犯

賭 博

わ い せ つ

横 領

そ の 他

傷 害

脅 迫
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※６　（　）内の数字は，成人の検挙人員のうち微罪処分された人員が占める割合　

※７　（　）内の数字は，少年の検挙人員のうち簡易送致された人員が占める割合　

※１　刑法犯は，刑法（明治40年法律第45号），爆発物取締罰則（明治17年太政官布告
　　第32号），決闘罪ニ関スル件（明治22年法律第34号），暴力行為等処罰ニ関スル法
　　律（大正15年法律第60号），盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律（昭和5年法律第9
　　号），航空機の強取等の処罰に関する法律（昭和45年法律第68号），火炎びんの使
　　用等の処罰に関する法律（昭和47年法律第17号），航空の危険を生じさせる行為等
　　の処罰に関する法律（昭和49年法律第87号），人質による強要行為等の処罰に関す
　　る法律（昭和53年法律第48号），流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別
　　措置法（昭和62年法律第103号），サリン等による人身被害の防止に関する法律
　　（平成7年法律第78号），組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
　　（平成11年法律第136号），公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に
　　関する法律（平成12年法律第130号）及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金
　　等の提供等の処罰に関する法律（平成14年法律第67号）に規定する罪をいい，自動
　　車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成25年法律第86号）
　　に規定する罪は含まれない。
　　　また，交通業過は，道路上の交通事故に係る業務上（重）過失致死傷罪，平成25
　　年法律第86号による改正前の刑法第208条の2の危険運転致死傷罪及び平成25年法律
　　第86号による改正前の刑法第211条第2項の自動車運転過失致死傷罪をいう。

※３　住宅又は住宅以外の建物に侵入し，金品を窃取するものをいう。　

※４　自動車，オートバイ又は自転車を窃取するものをいう。

※５　侵入盗及び乗り物盗以外の窃盗をいう。

※２　凶悪犯は，殺人，強盗，放火及び強姦の４つの罪種をいう。
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参照条文

○刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第２４６条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定の

ある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致

しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りで

ない。

○犯罪捜査規範（昭和３２年国家公安委員会規則第２号）

（微罪処分ができる場合）

第１９８条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検

察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについて

は、送致しないことができる。

（微罪処分の報告）

第１９９条 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、

被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごと

に一括して、微罪処分事件報告書（別記様式第１９号）により検察官に報告

しなければならない。

（微罪処分の際の処置）

第２００条 第１９８条（微罪処分ができる場合）の規定により事件を送致し

ない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。

⑴ 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。

⑵ 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代

わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書

を徴すること。

⑶ 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講

ずるよう諭すこと。

（軽微な事件の処理）

第２１４条 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪

の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再

犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認めら

、 、 、れ かつ 検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては

被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書（家庭裁判所へ送致する

ものについては、別記様式第２２号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少

年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合におい

て、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準
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じて別段の様式を定めたときは、その様式）を作成し、これに身上調査表そ

の他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致

することができる。

２ 前項の規定による処理をするに当たつては、第２００条（微罪処分の際の

処置）に規定するところに準じて行うものとする。

以上
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